
 
 

第６０号議案  

   足立区事務手数料条例の一部を改正する条例  

 上記の議案を提出する。  

  令和６年６月１９日  

            提出者  足立区長   近  藤  弥  生  

 

   足立区事務手数料条例の一部を改正する条例  

 足立区事務手数料条例（昭和３３年足立区条例第１号）の一部を次の

ように改正する。  

 別表第５の１の項額の欄中  

「              「  

３万４，０００円  

６万５，０００円  

１３万３，０００円  

２０万円  

２６万１，０００円  

３３万７，０００円  

４６万円  

２万円  

４万６，０００円  

１０万円  

１８万５，０００円  

３０万７，０００円  

４１万５，０００円  

５２万１，０００円  

７３万７，０００円  

１３万１，０００円  

１９万９，０００円  

 

 

 

 

 

 

を  

３万９，０００円  

７万６，０００円  

１４万９，０００円  

２２万５，０００円  

３０万５，０００円  

３７万円  

４９万７，０００円  

２万１，０００円  

５万１，０００円  

１１万３，０００円  

２０万４，０００円  

３４万円  

４５万７，０００円  

５６万７，０００円  

７９万５，０００円  

１４万１，０００円  

２１万５，０００円  

 

 

 

 

 

 

に  



 
 

２９万２，０００円  

３４万８，０００円  

５２万５，０００円  

５９万９，０００円  

７４万６，０００円  

１００万４，０００円  

３２万円  

３７万９，０００円  

５７万３，０００円  

６５万４，０００円  

８０万８，０００円  

１０８万１，０００円  

          」              」  

改め、同表の２の項額の欄中「１００万４，０００円」を「１０８万１，

０００円」に改め、同表の７の項種別・単位の欄中「用紙１枚」を「１

通」に改め、同表中１１４の項を１２１の項とし、１０５の項から１１

３の項までを７項ずつ繰り下げ、１０４の項を削り、１０３の項を１１

１の項とし、９９の項から１０２の項までを８項ずつ繰り下げ、９８の

項を１０３の項とし、同項の次に次の３項を加える。  

１０４  建築基準

法施行令第１３

７条の１２第６

項の規定に基づ

く既存の建築物

に対する制限の

緩和に係る認定

の申請に対する

審査  

既 存 建 築 物

の 敷 地 と 道

路 と の 関 係

の 制 限 の 緩

和 に 係 る 認

定 申 請 手 数

料  

１ 件

に つ

き  

２万８，０００円  認 定 申

請 の と

き  

     １０５  建築基準

法施行令第１３

７条の１２第７

項の規定に基づ

く既存の建築物

既 存 建 築 物

の 道 路 内 の

建 築 制 限 の

緩 和 に 係 る

認 定 申 請 手

１ 件

に つ

き  

２万８，０００円  認 定 申

請 の と

き  



 
 

に対する制限の

緩和に係る認定

の申請に対する

審査  

数料  

 

     １０６  建築基準

法施行令第１３

７条の１６第２

号の規定に基づ

く建築物の移転

の認定の申請に

対する審査  

建 築 物 の 移

転 認 定 申 請

手数料  

１ 件

に つ

き  

２万８，０００円  認 定 申

請 の と

き  

 別表第５中９７の項を１０２の項とし、８の項から９６の項までを５

項ずつ繰り下げ、７の項の次に次の５項を加える。  

８  都市計

画法施行

規則（昭

和４４年

建設省令

第 ４ ９

号）第６

０条の規

定に基づ

く証明書

の交付  

証 明 書

の 交 付

手数料  

１通につき  ９００円  交 付 申

請 の と

き  

     ９  宅地造

成及び特

定盛土等

宅 地 造

成 、 特

定 盛 土

（１） 宅地造

成 又 は 特 定

盛 土 等 を 行

 

 

 

許 可 申

請 の と

き  



 
 

規 制 法

（昭和３

６年法律

第１９１

号）第１

２条第１

項の規定

に基づく

宅地造成

等に関す

る工事の

許可の申

請に対す

る審査  

等 又 は

土 石 の

堆 積 工

事 許 可

申 請 手

数料  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

う 場 合 で あ

って、切土又

は 盛 土 を す

る 土 地 の 面

積が  

５ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以

内のとき  

５ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を

超え、１，０

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内

のとき  

１，０００平

方 メ ー ト ル

を超え、２，

０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以

内のとき  

２，０００平

方 メ ー ト ル

を超え、５，

０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以

内のとき  

５，０００平

方 メ ー ト ル

 

 

 

 

 

２万円  

 

 

３万４，０００円  

 

 

 

 

 

５万４，０００円  

 

 

 

 

 

８万９，０００円  

 

 

 

 

 

１２万３，０００円  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を超え、１万

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の と

き  

１ 万 平 方 メ

ー ト ル を 超

え、２万平方

メ ー ト ル 以

内のとき  

２ 万 平 方 メ

ー ト ル を 超

え、４万平方

メ ー ト ル 以

内のとき  

４ 万 平 方 メ

ー ト ル を 超

え、７万平方

メ ー ト ル 以

内のとき  

７ 万 平 方 メ

ー ト ル を 超

え、１０万平

方 メ ー ト ル

以内のとき  

１ ０ 万 平 方

メ ー ト ル を

超えるとき  

（２） 土石の

 

 

 

 

２０万１，０００円  

 

 

 

 

２２万円  

 

 

 

 

２７万５，０００円  

 

 

 

 

３６万４，０００円  

 

 

 

 

５３万３，０００円  

 

 

 



 
 

 堆 積 を 行 う

場 合 で あ っ

て 土 石 の 堆

積 を す る 土

地の面積が  

５ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以

内のとき  

５ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を

超え、１，０

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内

のとき  

１，０００平

方 メ ー ト ル

を超え、２，

０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以

内のとき  

２，０００平

方 メ ー ト ル

を超え、５，

０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以

内のとき  

５，０００平

方 メ ー ト ル

 

 

 

 

 

１万８，０００円  

 

 

２万８，０００円  

 

 

 

 

 

３万５，０００円  

 

 

 

 

 

５万４，０００円  

 

 

 

 

 

６万６，０００円  

 



 
 

を超え、１万

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の と

き  

１ 万 平 方 メ

ー ト ル を 超

え、２万平方

メ ー ト ル 以

内のとき  

２ 万 平 方 メ

ー ト ル を 超

え、４万平方

メ ー ト ル 以

内のとき  

４ 万 平 方 メ

ー ト ル を 超

え、７万平方

メ ー ト ル 以

内のとき  

７ 万 平 方 メ

ー ト ル を 超

え、１０万平

方 メ ー ト ル

以内のとき  

１ ０ 万 平 方

メ ー ト ル を

超えるとき  

 

 

 

 

１２万１，０００円  

 

 

 

 

１３万４，０００円  

 

 

 

 

１６万３，０００円  

 

 

 

 

２０万７，０００円  

 

 

 

 

２９万２，０００円  

          



 
 

１０  宅地

造成及び

特定盛土

等規制法

第１６条

第１項の

規定に基

づく宅地

造成等に

関する工

事に関す

る計画の

変更許可

の申請に

対する審

査  

宅 地 造

成 、 特

定 盛 土

等 又 は

土 石 の

堆 積 工

事 変 更

許 可 申

請 手 数

料  

（１） 宅地造

成 又 は 特 定

盛 土 等 を 行

う 場 合 で あ

っ て 変 更 許

可 申 請 １ 件

につき  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次 に 掲 げる 額を合

算した額。ただし、

その額が５３万３，

０００円を 超え る

ときは、その手数料

の額は、５３万３，

０００円とする。  

（１） 宅地造成又

は 特 定 盛 土 等 に

関 す る 工 事 の 設

計の変更（（２）

の み に 該 当 す る

場合を除く。）に

ついては、切土又

は、盛土をする土

地の面積（（２）

に 規 定 す る 変 更

を 伴 う 場 合 に あ

っ て は 変 更 前 の

切 土 又 は 盛 土 を

する土地の面積、

切 土 又 は 盛 土 を

す る 土 地 の 縮 小

を 伴 う 場 合 に あ

っ て は 縮 小 後 の

切 土 又 は 盛 土 を

する土地の面積）

に 応 じ 前 項 に 規

変 更 申

請 の と

き  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 土石の

堆 積 を 行 う

場 合 で あ っ

て 変 更 許 可

申 請 １ 件 に

つき  

定 す る 額 に １ ０

分 の １ を 乗 じ て

得た額  

（２） 新たな土地

の 切 土 又 は 盛 土

を す る 土 地 へ の

編 入 に 係 る 宅 地

造 成 又 は 特 定 盛

土 等 に 関 す る 工

事 の 設 計 の 変 更

については、新た

に 編 入 さ れ た 切

土 又 は 盛 土 を す

る 土 地 の 面 積 に

応 じ 前 項 に 規 定

する額  

（３） その他の変

更については、１

万５，０００円  

次 に 掲 げる 額を合

算した額。ただし、

その額が２９万２，

０００円を 超え る

ときは、その手数料

の額は、２９万２，

０００円とする。  

（１） 土石の堆積

に 関 す る 工 事 の



 
 

設計の変更（（２）

の み に 該 当 す る

場合を除く。）に

ついては、土石の

堆 積 を す る 土 地

の面積（（２）に

規 定 す る 変 更 を

伴 う 場 合 に あ っ

て は 変 更 前 の 土

石 の 堆 積 を す る

土地の面積、土石

の 堆 積 を す る 土

地 の 縮 小 を 伴 う

場 合 に あ っ て は

縮 小 後 の 土 石 の

堆 積 を す る 土 地

の面積）に応じ前

項 に 規 定 す る 額

に １ ０ 分 の １ を

乗じて得た額  

（２） 新たに土石

の 堆 積 を す る 土

地 へ の 編 入 に 係

る 土 石 の 堆 積 に

係 る 工 事 の 設 計

の 変 更 に つ い て

は、新たに編入さ

れ た 土 石 の 堆 積



 
 

を す る 土 地 の 面

積 に 応 じ 前 項 に

規定する額  

（３） その他の変

更については、１

万５，０００円  

     １１  宅地

造成及び

特定盛土

等規制法

施行規則

（昭和３

７年建設

省令第３

号）第８

８条の規

定に基づ

く証明書

の交付  

証 明 書

の 交 付

手数料  

用 紙 １ 枚 に つ

き  

９００円  交 付 申

請 の と

き  

          １２  宅地

造成及び

特定盛土

等規制法

施行条例

（令和６

年東京都

条例第３

盛 土 規

制 法 調

書 の 写

し の 交

付 手 数

料  

１通につき  ７００円  交 付 申

請 の と

き  



 
 

６号）第

５条第３

項の規定

に基づく

盛土規制

法調書の

写しの交

付  

     付  則  

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第５の１の項、２

の項及び７の項の改正規定並びに同表７の項の次に５項を追加する改

正規定は、規則で定める日から施行する。  

 

 （提案理由）  

 宅地造成及び特定盛土等規制法の事務が東京都から移管されること及

び建築基準法の改正に伴い、手数料を整備する必要があるので、この条

例案を提出いたします。  


